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船舶事故調査報告書 

 

 

   船 種 船 名 漁業取締船 鷹山 

   船 舶 番 号 １３３３４１ 

   総 ト ン 数 ４８６トン 

 

   船 種 船 名 漁船 第五十一亀宝丸 

   漁船登録番号 ＨＫ２－２１７２４ 

   総 ト ン 数 ９.７トン 

 

   事 故 種 類 衝突 

   発 生 日 時 平成２０年１１月２３日 ００時４０分ごろ 

   発 生 場 所 北海道えりも町庶野港外東防波堤南灯台から真方位１００°

４.９海里付近 

          （概位 北緯４２°０１.２′ 東経１４３°２４.７′） 

 

 

                        平成２１年６月４日 

                運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                   委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                   委   員  山 本 哲 也 

                   委   員  根 本 美 奈 

 

 

１ 船舶事故調査の経過 

 

１.１ 船舶事故の概要 

 漁業取締船鷹山
よ う ざ ん

は、船長ほか１５人が乗り組み、北海道えりも町庶野
し ょ や

漁港東南東方

沖合で漂泊中、漁船第五十一亀
き

宝
ほう

丸は、船長ほか甲板員３人が乗り組み、庶野漁港沖

合の漁場に向け東南東航中、平成２０年１１月２３日００時４０分ごろ、庶野港

外東
そとひがし

防波堤南灯台から真方位１００°４.９海里付近において、衝突した。 

 鷹山には、右舷船首部外板に擦過傷が、第五十一亀宝丸には、右舷船首部外板及び
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甲板に破損、船首マストに曲損等が生じたが、いずれも死傷者はいなかった。 

 

１.２ 船舶事故調査の概要 

1.2.1 調査組織 

運輸安全委員会は、平成２０年１１月２５日、本事故の調査を担当する主管調査

官（函館事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 

1.2.2 調査の実施時期 

 平成２０年１２月１日、９日、１０日、１８日 口述聴取 

 平成２１年２月９日 現場調査及び口述聴取 

 

1.2.3 原因関係者からの意見聴取 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

 

 

２ 事実情報 

 

２.１ 事故の経過 

2.1.1 レーダー航跡 

事故発生後の平成２０年１１月２３日００時５２分～０１時４５分の間に９回印

刷された鷹山（以下「Ａ船」という。）のレーダー航跡映像（数時間前から印刷時

点までの航跡が表示されたもの。接続されたＤＧＰＳの測位精度は、標準的に１ｍ

以下）によれば、Ａ船の航行等の経過は、次のとおりであった。 

Ａ船は、約２０１°（真方位、以下同じ。）の針路でほぼ直進して、えりも町庶

野港外東防波堤南灯台（以下「庶野南灯台」という。）から１１８°３.９海里

（Ｍ）付近に至り、約０３８°の方向に約１.３Ｍ、約１１０°の方向に蛇行しな

がら約０.７Ｍ移動し、庶野南灯台から１００°４.９Ｍ付近（北緯４２°０１.

２′東経１４３°２４.７′）に至った。以後、平成２０年１１月２３日０１時４

５分までの間、ほぼ同じ場所に留まっていた。 

 (付図１ Ａ船レーダー航跡図 参照） 

 

2.1.2 乗組員の口述等 

(1) Ａ船 

本事故が発生するまでの経過は、Ａ船の船長（以下「船長Ａ」という。）
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及び一等航海士（以下「一等航海士Ａ」という。）の口述によれば、次のと

おりであった。 

Ａ船は、船長Ａほか１５人が乗り組み、平成２０年１１月１９日０８時

４５分ごろ、釧路港東区を出港し、漁業監視業務のため新ひだか町三石
みついし

漁港

沖合へ向かった。Ａ船は、三石漁港沖合へ向かう途上、海象悪化のため白糠
しらぬか

町白糠漁港沖で錨泊、広尾町十勝港沖で漂泊しながら航行していたが、襟裳

岬沖合が時化模様であったため、２２日２０時３０分ごろ、庶野南灯台から

１１８°３.９Ｍ付近の庶野漁港南東方沖合に至って約２７０°に向首する

体勢で、機関を停止して漂泊を開始した。 

Ａ船は、法定灯火を点灯し、船首マスト、レーダーマスト及び船尾マスト

の作業灯を１個ずつ点灯していた。 

２３日００時００分ごろ、一等航海士Ａは、甲板員２人とともに４時間交

代３直制の船橋当直を引き継いだ。一等航海士Ａは、ふだんから、当該海域

は、釧路と襟裳間の往来船が多いので漂泊中は気を付けるよう船長から指示

を受け、また、船橋内に同指示が記載された船長命令書が備え付けられてい

た。 

００時３０分ごろ、一等航海士Ａは、６Ｍレンジとしたレーダーにより、

船首方向２.０Ｍ付近に約１０ノット（kn）の速力（対地速力、以下同

じ。）で、Ａ船に向首する第五十一亀宝丸（以下「Ｂ船」という。）の映像

を認め、目視によりＢ船の作業灯を初認した。一等航海士Ａは、Ｂ船がＡ船

を避けるだろうと考え、レーダーの自動衝突予防援助装置*1（以 下 「

ＡＲＰＡ」という。）を使用せずに航海当直を続けた。 

衝突直前、一等航海士Ａは、接近するＢ船の作業灯を見て衝突の危険を感

じ、汽笛を吹鳴したが、００時４０分ごろ、庶野南灯台から１００°４.９

Ｍ付近において、約２７０°に向首したＡ船の右舷船首部にＢ船の右舷船首

部が前方から約１２°の角度で衝突した。 

船長Ａは、２３時００分ごろから就寝していたが、汽笛の音に気付いて昇

橋しようと、階段を昇りきったところでわずかな衝撃を感じた。 

Ａ船は、釧路海上保安部の指示により、十勝港に入港した。 

(2) Ｂ船 

 本事故が発生するまでの経過は、Ｂ船の船長（以下「船長Ｂ」という。）

                         
*1 「自動衝突予防援助装置」（ARPA:Automatic Radar Plotting Aids）とは、他船のレーダー映像

の相対的な移動方向及び移動量をコンピューターにより自動的に処理させ、他船の針路、速力、再

接近時刻及び距離、将来予測位置などを表示させるとともに、危険が予測される場合には警報を発

する装置をいう。 
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の口述によれば、次のとおりであった。 

 Ｂ船は、船長Ｂほか甲板員３人が乗り組み、平成２０年１１月２３日

００時１０分ごろ、庶野漁港を出港し、つぶかご漁のため庶野漁港東南東方

沖約６.５Ｍの漁場へ向かった。 

 船長Ｂは、単独で操船にあたり、００時１３分ごろ、庶野南灯台から

１８０°２０ｍ付近において、針路を漁場に向く約１０２°に定め、機関回

転数毎分（rpm）約２,１００とし、約１１.６kn の速力で自動操舵により航

行した。当時、船長Ｂは、法定灯火を点灯し、雨が降ってきたので操舵室の

窓を全部閉めていた。 

 ００時３５分ごろ、庶野南灯台から１０２°４.３Ｍ付近において、船長

Ｂは、操舵室左舷側のいすに腰掛けた姿勢で操船していたところ、Ｂ船より

約１０分前に出漁し、自船の船首方２.０～２.５Ｍを航行している多くの僚

船のレーダー映像を認めたが、Ａ船の映像は認めなかった。船長Ｂは、先航

している僚船に無線で気象、海象状況について話す習慣があったため、いつ

ものように問い合わせようとして、操舵室左舷側後方天井部に設置してある

無線機を見ると、周波数操作ダイヤルがロックされた状態となって通信でき

なかった。 

 船長Ｂは、漁場に着くまでには無線機のダイヤルのロックを解除しておき

たいと考え、５分くらいで漁場に着くので、それまでには直るだろうと思い、

機関を約１,８００rpm として約９.５kn に減速し、過去に漁場までの経路に

漂泊している船を見たことがなかったことから、船尾方向を向く姿勢で作業

を開始した。 

 船長Ｂは、ダイヤルロックを解除する作業をしていて、前路で漂泊するＡ

船に気付かずに、同針路、同速力で、Ｂ船の右舷船首部がＡ船の右舷船首部

に衝突した。 

 船長Ｂは、Ａ船の甲板長と安否を確認する言葉を交わした後、帰港するこ

ととし、庶野漁港に自力で入港した。 

 

 本事故の発生日時は、平成２０年１１月２３日００時４０分ごろで、発生場所は、

庶野南灯台から１００°４.９Ｍ付近であった。 

（付図２ 推定航行経路図、付図３ Ｂ船操舵室配置図 参照） 

 

２.２ 人の死亡、行方不明及び負傷に関する情報 

 両船とも死傷者はいなかった。 
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２.３ 船舶の損傷に関する情報 

 次のとおりであった。 

  (1) Ａ船 

    船長Ａの口述によれば、両舷船首部に擦過傷が生じた。 

  (2) Ｂ船 

    船長Ｂの口述、Ｂ船の船体写真及びＦＲＰ製漁船船体修繕費請求書によれば、

右舷船首部のブルワーク外板及び甲板に破損が、船首部マストに曲損等が生

じた。 

（写真１ Ａ船の外観（塗装後）、写真２ Ｂ船の損傷状況 参照） 

 

２.４ 乗組員に関する情報 

  (1) 性別、年齢、海技免状等 

    船長Ａ 男性 ５４歳 

     三級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 昭和５０年１２月２６日 

免状交付年月日 平成２０年９月１８日 

（平成２６年５月１０日まで有効） 

    一等航海士Ａ 男性 ３７歳 

四級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 平成５年７月６日 

免状交付年月日 平成２０年６月２３日 

（平成２５年７月５日まで有効） 

  船長Ｂ 男性 ５６歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士 

      免許登録日 平成元年６月２日 

免許証交付日 平成１５年６月２３日 

（平成２１年６月１日まで有効） 

  (2) 主な乗船履歴等 

    船長Ａ 

    船長Ａの口述及び船員手帳によれば、昭和５０年から遠洋まぐろ延縄
はえなわ

漁船に、

平成１０年５月１日からＡ船に次席一等航海士として乗り組み、平成１３年

１月９日から船長になった。健康状態は、良好であった。 

    一等航海士Ａ 

    一等航海士Ａの口述及び船員手帳によれば、平成２年から遠洋まぐろ延縄漁

船に、平成１５年１０月１日からＡ船に次席二等航海士として乗り組み、平
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成２０年８月２３日から一等航海士になった。健康状態は、良好であった。

また、航海中は飲酒をしなかった。 

    船長Ｂ 

    船長Ｂの口述によれば、昭和４３年ごろ、父親が所有する漁船に甲板員とし

て乗り組み、昭和５９年ごろ船長になり、平成１４年に本船を中古で購入し

て刺網及びつぶかご漁業に従事していた。健康状態は、良好であった。 

 

２.５ 船舶等に関する情報 

2.5.1 船舶の主要目 

(1) Ａ船 

船 舶 番 号  １３３３４１ 

船  籍  港  宮城県気仙沼市 

船舶所有者  東日本船舶株式会社 

総 ト ン 数  ４８６トン 

Ｌ ×Ｂ ×Ｄ  ５７.５３ｍ×８.４０ｍ×４.１９ｍ 

船    質  鋼 

機 関  ディーゼル機関１基 

出    力  １,８３８kＷ（連続最大） 

推  進  器  ４翼固定ピッチプロペラ１個 

進 水 年 月  平成８年２月 

用    途  漁船 

(2) Ｂ船 

漁船登録番号  ＨＫ２－２１７２４ 

主たる根拠地  北海道幌泉郡えりも町 

船舶所有者  個人所有 

総 ト ン 数  ９.７トン 

Ｌ ×Ｂ ×Ｄ  １４.３６ｍ×３.４９ｍ×１.０３ｍ 

船    質  ＦＲＰ 

機    関  ディーゼル機関１基 

出    力  ３５４kＷ（連続最大） 

推  進  器  ３翼固定ピッチプロペラ１個 

進 水 年 月  昭和６０年１０月 

用    途  小型兼用船 

漁 業 種 類  つぶかご漁業、すけとうだら固定式刺網漁業 

 



 - 7 -

2.5.2 積載状態 

(1) Ａ船 

船長Ａの口述によれば、出港時、積荷はなく、喫水は、船首２.５ｍ、船

尾６.１ｍであった。 

(2) Ｂ船 

船長Ｂの口述によれば、出港時、Ｂ船は、つぶかご漁の餌であるにしん及

びいわし約４５０㎏を積載し、喫水は、船首０.８ｍ、船尾１.５ｍであった。 

 

2.5.3 船舶に関するその他の情報 

(1) Ａ船 

船舶に対しては船舶安全管理認定書が、船舶所有者に対しては適合認定書

が交付されていた。 

船長Ａ及び一等航海士Ａの口述によれば、次のとおりであった。 

 操舵室に、レーダー２台、ＧＰＳプロッター１台が装備されており、本事

故発生時、すべて作動中であった。機関及び機器類に不具合又は故障はなか

った。 

船橋からの見通しは良好で、前方に死角を生じるような構造物はなかった。 

(2) Ｂ船 

船長Ｂの口述によれば、次のとおりであった。 

操舵室に、レーダー２台、ＧＰＳプロッター２台、魚群探知機１台が装備

されており、本事故発生時、すべて作動中であった。本事故発生時、無線機

がダイヤルロック状態となり通信不能となったほか機関及び機器類に不具合

又は故障はなかった。 

操舵室からの見通しは良好であったが、航行中に死角が生じたときは船首

を左右に振って死角を解消していた。 

（付図３ Ｂ船操舵室配置図 参照） 

 

２.６ 気象及び海象に関する情報 

2.6.1 気象観測値及び潮汐 

(1) 気象観測値 

 庶野漁港沖合の北北西約１７Ｍに位置する広尾特別地域気象観測所及び南

西約９.５Ｍに位置するえりも岬地域気象観測所による観測値は、次のとお

りであった。 

広尾 

２３日００時 天気 しゅう雨、風向 西、風速 ２.４m/s 
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２３日０１時 天気 晴れ、風向 西北西、風速 １.１m/s 

えりも岬 

２３日００時 風向 西、風速 ９.０m/s 

２３日０１時 風向 西、風速 ９.２m/s 

(2) 潮汐データ 

海上保安庁の潮汐表によれば、襟裳岬及び庶野における１１月２３日 

００時～０１時の潮候は、いずれも下げ潮の初期であった。 

 

2.6.2 乗組員の観測 

船長Ａ及び船長Ｂの口述によれば、事故発生時の気象及び海象は次のとおりであ

った。 

(1) 船長Ａ 

     天気 晴れ、風向 北、風力 ２、視界 良好、うねり ほとんどなし。 

(2) 船長Ｂ 

     天気 晴れ、風向 不詳、風力 不詳、視界 良好、うねり ほとんど 

なし。 

 

２.７ 事故水域等に関する情報 

 北海道沿岸水路誌によれば、襟裳岬沖は航路の要所で、船舶の通航が非常に多いう

え、この付近は好漁場で常に多数の漁船が操業しており、一方、岬付近は、１０m/s

以上の強風日数が年間２９０日以上にもなり、荒天が多い。 

 

 

３ 分 析 

 

３.１ 事故発生の状況 

3.1.1 事故に至る経過 

(1) Ａ船 

2.1.1 及び 2.1.2(1)から、次のとおりである。 

十勝港沖から約２０１°の針路で航行して、１１月２２日２０時３０分ご

ろ、庶野南灯台から１１８°３.９Ｍ付近において漂泊を開始し、その後、

同場所から約０３８°の方向に約１.３Ｍ漂流し、その場所から蛇行しなが

ら概ね１１０°の方向に約０.７Ｍ漂流して、１１月２３日００時４０分ご

ろは庶野南灯台から１００°４.９Ｍ付近で漂泊していたものと考えられる。 
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   (2) Ｂ船 

     2.1.2(2)から、１１月２３日００時１３分ごろ、庶野南灯台から１８０°

２０ｍ付近で、針路を約１０２°、速力を約１１.６kn とし、００時３５分

ごろ、庶野南灯台から１０２°４.３Ｍ付近で、同針路のまま、速力を

約９.５kn としたものと考えられる。 

 

3.1.2 衝突日時及び場所 

 ２.１及び 3.1.1(1)から、衝突日時は、平成２０年１１月２３日００時４０分ご

ろで、衝突場所は、庶野南灯台から１００°４.９Ｍ付近と考えられる。 

 

3.1.3 衝突の状況 

 ２.１及び 3.1.1(2)から、衝突時のＡ船及びＢ船の船首方位は、約２７０°及び

約１０２°で、Ｂ船の右舷船首部とＡ船の右舷船首部とが衝突したものと考えられ

る。 

 

３.２ 事故要因の解析 

3.2.1 乗組員及び船舶の状況 

(1) 乗組員の状況 

 ２.４から、船長Ａ及び一等航海士Ａは、適法で有効な海技免状を、船長

Ｂは、適法で有効な操縦免許証を有していた。いずれも健康状態は良好であ

った。 

(2) 船舶の状況 

2.5.3 から、Ａ船は、船体、機関及び機器類に不具合又は故障はなかった

ものと考えられる。Ｂ船は、無線機のダイヤルロックを解除できず使用でき

なかったほかは、船体、機関及び機器類に不具合又は故障はなかったものと

考えられる。 

(3) 灯火の点灯状況 

① Ａ船 

2.1.2(1)から、法定灯火であるマスト灯２個、げん灯１対、船尾灯１個、

並びに船首マスト、レーダーマスト及び船尾マストの作業灯各１個を点灯

していたものと考えられる。 

② Ｂ船 

2.1.2(2)から、法定灯火であるマスト灯１個、げん灯１対及び船尾灯１

個を点灯していたものと考えられる。 
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3.2.2 気象及び海象の状況 

 ２.６に記述したように、事故発生時の気象及び海象は、気象観測所の観測値と

乗組員による観測が異なるが、気象観測所が事故発生場所から離れているため、船

長Ａ及び船長Ｂの口述から、天気 晴れ、風向 北、風力 ２、海上は平穏であっ

たものと考えられる。 

 

 3.2.3 見張り及び衝突直前の操船の状況 

   (1) Ａ船 

    ① 見張りの状況 

      2.1.2(1)及び 3.1.1 から、次のとおりであったものと考えられる。 

      一等航海士Ａは、００時３０分ごろ、船首方向２.０Ｍ付近に約１０.０

kn の速力で自船に向首するＢ船の映像をレーダーで、Ｂ船の作業灯を目

視で初認したが、Ｂ船が漂泊中の自船を避けると考え、衝突直前まで、約

９.５kn の速力で自船に向首して接近するＢ船に対して衝突の危険を感じ

ていなかった。このため、Ｂ船に対して、２台装備されたＡＲＰＡ付きレ

ーダーを有効に活用した見張りと目視による見張りを組み合わせた適切な

見張りを行っていなかった。 

② 衝突直前の操船の状況 

2.1.1 及び 2.1.2(1)から、次のとおりであったものと考えられる。 

Ｂ船が接近してきていたが、Ａ船は漂泊中であったことから、一等航海

士Ａは、Ｂ船がＡ船を避けると考えていた。 

 衝突直前に、一等航海士Ａは汽笛を吹鳴したが、すでにＢ船が至近に迫

っていたことから、Ｂ船の避航を促すことはできなかった。 

(2) Ｂ船 

① 見張りの状況 

 2.1.2(2)から、船長Ｂは、無線機のダイヤルロックを漁場に着く５分く

らいの間で解除できると考えて、これまでに漁場までの経路に漂泊してい

る船を見たことがなかったことから、操舵室内で船尾方向を向いて作業を

行い、適切な見張りを行っていなかったものと考えられる。 

② 衝突直前の操船及び対応 

 2.1.2(2)及び 3.1.1 から、船長Ｂは、適切な見張りを行っていなかった

こと、及び操舵室の窓を閉めていてＡ船の汽笛が聞こえなかったことによ

り、衝突するまでＡ船の存在を認識していなかったことから、約１０２°

の針路、約９.５kn の速力で、進行したものと考えられる。 
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４ 原 因 

 

 本事故は、夜間、北海道えりも町庶野漁港東南東方沖合において、Ａ船が漂泊中、

Ｂ船が漁場に向けて航行中、Ａ船が自船に向けて接近するＢ船に対し、適切な見張り

を行わずに漂泊を続け、また、Ｂ船がＡ船の存在に気付かずにＡ船に向けて進行した

ため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

Ａ船が、Ｂ船に対する適切な見張りを行わなかったのは、一等航海士Ａが、Ｂ船が

自船を避けると考えていたことによるものと考えられる。 

 Ｂ船が、漂泊中のＡ船の存在に気付かなかったのは、船長Ｂが、これまでに漁場ま

での経路に漂泊している船を見たことがなかったことから、操舵室内で船尾方向を向

いて無線機のダイヤルロックを解除する作業を行っていて、適切な見張りを行わなか

ったことによるものと考えられる。 

 

 

５ 参考事項 

 

 本事故後、Ａ船の船舶所有者は、漂泊中、他船が１Ｍ以内に近づいたときは、機関

を始動して避航するように内規を定め、所有する他の２隻の船舶に対しても同内規を

適用することとした。Ａ船は、主機関を運転中であれば、１０秒以内で航行を開始す

ることが可能である。
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付図１ Ａ船レーダー航跡図 

 

※本図は、Ａ船の 2 号レーダーにより平成２０年１１月２３日００時５２分～０１時４５分

の間に９回印刷された航跡のうち、０１時０５分の航跡印刷である。 

Ａ船船首方位 Ａ船対地速力 

６Ｍレンジ 

Ａ船航跡 

Ａ船がほとんど同じ場所

に留まっている 

Ａ船漂泊開始場所 

Ｂ船データ 

（庶野漁港へ帰港中） 

現在日時 

庶野漁港 

カーソル位置 

カーソル 

(＋のシンボル) 

目標１ 

(□のシンボル) 

Ａ船位置 
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1    0                       5 km 

1        0                                           5 M 

約 11.6kn 
約 9.5kn 

付図２ 推定航行経路図 

 

庶野南灯台 

庶野漁港 

襟裳岬灯台 
事故発生日時 

平成 20 年 11 月 23 日 00 時 40 分ごろ 

北海道えりも町 
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（漂泊中） 

Ａ船 
B 船

約 270°
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B 船（19t）
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十勝港 

三石漁港 
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付図３ Ｂ船操舵室配置図 

 

 

無線機（左舷側天井） 
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写真１ Ａ船の外観（塗装後） 

 

 

 

写真２ Ｂ船の損傷状況 




